
【はじめに】
皆さんが使用するiPadは長与町から借りているものであり、学校用具の１つです。

正しく利用し、大切に扱わなければなりません。次のことに従って使用するようにし
てください。

【iPad本体の使用について】

（１）設定を変更しない。（パスコード・ホーム画面・文字の色・背景画面）
（２）検索履歴を消去しない。
（３）iPadが必要でない授業に持っていったり、必要ない時間に使用したりしない。
（４）人のiPadを許可なしに触ったり、使用したりしない。自分のＩＤ、パスワードの

厳重管理
（５）移動教室・清掃の際は、iPadを自分の机の中、またはロッカーの中に必ず入れる。
（６）学校にiPadを置いたままにしない。毎日必ず持って帰りましょう。登下校中の使

用は禁止
（７）学校で勝手に充電しない。

【アプリの使用について】

○授業以外でアプリを遊ぶ目的として使ってはならない。
原則として、アプリは先生の指示以外・使う必要がない時は開かない。

（１）授業以外でアプリを遊ぶために使わない。
（２）検索機能を使って、アニメの画像・動画を見たり、Youtubeを見たり、無料ゲーム

をしない。
（３）チャット機能などを使用して誰かにメッセージを送る際には、相手を中傷したり、

嫌な思いをさせたりするような言葉は絶対に使わない。
（４）“カメラ”機能で人の画像・動画を撮ったり、販売目的で掲示されている学級写真

や製品化された物を画像として保存したりしない。
（５）“Google Earth”は利用できない。
（６）“ボイスメモ”を使って、音楽を録音しない。
（７）“メモ”を使って、個人の日記等を記さない。
（８）“ショートカット”の読み上げ機能を使って遊んではならない。
（９）“NHK for School”は昼休みに見ても構わない。（それ以外には開かない）

※今後追加されることもあります。

学習に関係する時・調べものをする時・情報を発信・入手する時は

iPadを積極的に活用しましょう！
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